
 7

2 活動の成果 

2.1 JIS文字コード改正の方針と具体的変更箇所 

 

「１． 活動の概要」でも述べたように，公開レビューに対するコメントを踏まえ，表外漢

字字体表（平成 12 年 12 月 8 日 国語審議会）を日本工業規格の符号化文字集合（JIS 文字

コード）に以下のように反映させることとする。JIS 規格の具体的記述方法については、本

報告書の方針に従い、平成 14 年度以降の JIS 原案作成委員会において起案審議する。 

 

2.1.1 この方針の範囲 

表外漢字字体表には，1022 字の印刷標準字体と 22 字の簡易慣用字体とが示されている。

本報告書において示すのは，表外漢字字体表に示されている各漢字の字形をどのように齟

齬なく JIS 文字コードに例示されている字形に反映するかである。 

JIS 文字コードとしてそれ以外に必要な作業，例えば例示する字形の変更を行った場合，

変更前の字形に関しての附属書を追加するとか，追加文字が承認された場合に，現行規格

の改版とするのか，新規格とするのかなどについては触れていない。 これらについては，

平成 14 年度以降の JIS 原案作成委員会での議論の対象とする。 

 
2.1.2 この方針の目的 
今回の改定の目的は，JIS 文字コードに表外漢字字体表を反映させ，字体の混乱を防止す

ることにある。また， JIS 文字コードへの表外漢字字体表の反映方法には，実際には様々

な考え方があり得るので，これを統一し，その方針をいち早く公開して，種々の反映方法

が並存するために生じる混乱を防止することにある。 
 
2.1.3 「表外漢字字体表」反映の範囲 
表外漢字字体表には，①表外漢字の字体全般にかかわる基本的な考え方，②1022 字の印

刷標準字体，及び③22 字の簡易慣用字体が示されている。以下においては，このうち， ②

印刷標準字体，③簡易慣用字体の JIS 文字コードへの反映方法を示した。 
すなわち，①に基づいて JIS 文字コードのすべての漢字を見直すことは行わない。現実

問題として，1022 字以外については，国語審議会から具体的な規範が示されていないため，

予断による混乱を避ける必要もあり，また，表外漢字字体表の JIS 文字コードへの対応を

可及的速やかに行うことにより，見解の相違による新たな字体の混乱を避けるという今回

の提案の目的にも反するからである。 ただし，②及び③の対応案の策定に当たって判断

に迷った場合などには，当然のことではあるが，①の趣旨を生かすような方向で判断をし

た。 
 
2.1.4 検討対象文字コード 
検討対象文字コードは，次の 4 規格とした。 

JIS X 0208: 1997 
JIS X 0212: 1990 （附属書参照） 
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JIS X 0213: 2000 
JIS X 0221-1:2001 

 印刷標準字体 1022 字及び簡易慣用字体 22 字の上記 JIS 文字コードへの対応は次のとお

りとする。 
（１）JISＸ０２１３又はＪＩＳＸ０２２１を用いた場合，表外漢字字体表に示された

すべての印刷標準字体が扱えるようにする。 
  （２）ＪＩＳ間の相互運用性を維持するために，次の対応を行う。 
     ①JISX０２１３に，JISX０２２１互換文字を 10 字追加する。 
     ②JISX０２０８には，文字を追加しない。 
  （３）JISX０２１２には追加・変更は行わない。 
  （４）JISX０２２１には追加・変更は行わない。 
  （５）JISX０２０８及び JISX０２１３の包摂の範囲は変更しない。 
 
2.1.5 各文字への対応詳細 
 表外漢字字体表にある文字が，JIS 文字コードにあるどの文字と同じであるかを決定（同

定）し，その上で，生じ得るであろう問題点を分類し，その分類ごとに次のような対応策

を示す。 
 
(1) 表外漢字字体表の字体表を印刷するに当たって，既存の平成明朝体のフォントをその

まま使用し，JIS X 0208 および X 0213 の間で検討すべき問題を持たない 815 字につ

いては，JIS 文字コードの例示字形を変更しない。 （印刷標準字体 1022 字の約 80％
に相当） 

 
これらは，平成明朝体を使用している JIS 文字コードの例示字形と字体表の字形が

同じものなので，両者は同じ字体と認めることができる。 したがって，JIS 文字コー

ドの例示字形の変更は必要がないと判断したものである。 
 
 

(2) 上記，5.1 の 815 字のうち，次の４字については，同定された文字のほかに，対応が

紛らわしい文字が JIS 文字コードに存在する。 同定された文字そのものには字体

の相違がないので JIS 文字コードの例示字形を変更しないが，JIS 文字コードに解説

を追加するなどして混乱を防止する。 
   例えば，No.0662 は， JISX 0208 の 49 区 41 点に対応し，字体は例示規定と同

一であるが，70 区 84 点の文字と混同される可能性がある。また，No.0633 は，JISX 
0221 の 983D に対応し，9839 には対応しない。 

 

字体表 
番号 

印刷標準

字体／ 
簡易慣用

字体 

標準 
字体 

備考 

JISX 0213 
の符号位置 

()内は、対応が紛ら

わしい符号位置 

UCS の符号位置 
()内は，対応が紛らわし

い符号位置 
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0361 印標 柵   1-26-84 67F5/(6805) 

0458 印標 閏   1-17-28 958F/(00028CDD) 

0633 印標 頽   1-80-88 (9839)/983D 

0662 印標 冑   1-49-41/(1-70-84) 5191/(80C4) 

注： ほかに，No.0233, No.0235, No.0457, No.1004, No.1005 についても同様な解説又は注記

が必要である。 
 
 

(3) 次の 39 字については，表外漢字字体表の字体と同じであるが，同一字体での微細な

デザイン差が存在する。 これらについては，JIS 文字コードの例示字形を表外漢字

字体表にある字形に変更し，デザイン差の誤解や誤認による混乱を防止する。 
    例えば，No.0061 は，JIS 文字コードの例示字形がデザイン要素である“筆押さえ”

を使用しているのに対して，それのないデザインの同字体である。また，No.0007 は，

JIS 文字コードの例示字形が紛らわしいのを微修正したものである。 
 

字体表 

番号 

印刷標準

字体／ 

簡易慣用

字体 

標準 

字体 

JISX0208 
JISX0213
に例示され

ている字形 

備考 
JISX0213

の 

符号位置 

UCS 

の 

符号位置 

0007 印標 K 靄   1-80-43 9744 

0061 印標 , 筵   1-68-7 7B75 

0071 印標 . 甕   1-65-17 7515 

0106 印標 3 廻   1-18-86 5EFB 

0115 印標 L 蟹   1-19-10 87F9 

0194 印標 D 灸   1-21-68 7078 

0226 印標 L 棘   1-59-89 68D8 

0240 印標 P 粂   1-23-9 7C82 
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0259 印標 T 隙   1-23-68 9699 

0266 印標 W 虔   1-73-42 8654 

0271 印標 Y 腱   1-71-7 8171 

0272 印標 Z 鍵   1-24-16 9375 

0301 印標 ] 咬   1-50-91 54AC 

0306 印標 _ 狡   1-64-36 72E1 

0310 印標  ̀ 梗   1-25-28 6897 

0319 印標 b 膏   1-25-49 818F 

0327 印標 d 鮫   1-27-13 9BAB 

0347 印標 g 叉   1-26-21 53C9 

0423 印標 > 杓 ＊ 1-28-61 6753 

0424 印標 = 灼 ＊ 1-28-62 707C 

0459 印標 r 楯   1-29-61 696F 

0493 印標 | 杖   1-30-83 6756 

0510 印標 M 蜃   1-73-71 8703 

0515 印標 ~ 訊   1-31-54 8A0A 

0521 印標 # 祟   1-67-14 795F 

0578 印標 1 甦   1-65-20 7526 

0607 印標 @ 竈   1-67-62 7AC8 
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0693 印標 J 挺 ＊ 1-36-82 633A 

0741 印標 A 橙   1-60-84 6A59 

0775 印標 J 徘   1-55-49 5F98 

0786 印標 b 駁   1-39-93 99C1 

0816 印標 D 誹   1-40-80 8AB9 

0829 印標 E 豹 ＊ 1-41-31 8C79 

0838 印標 l 斧   1-41-64 65A7 

0842 印標 m 釜   1-19-88 91DC 

0871 印標 v 鞭   1-42-60 97AD 

0927 印標 # 爺   1-44-76 723A 

0980 印標 , 0   1-47-64 5C62 

(0997) 印標 蘆  簡慣＊ 1-73-35 8606 

0997k 簡慣 2 芦   1-16-18 82A6 

注：(0997)は，参考のために掲げた。変更は行わない。 

 
 
(4)  次の 7 字（15 字形）については，デザイン差として表外漢字字体表に明記された字

形がJIS X 0221に別字として存在するが，JIS文字コードの現例示字形は変更しない。 

デザイン差として明記された字形の JIS 文字コードへの追加も行わない。  
例えば，No.0242 は JIS X 0221 の 834A に対応するが， そのデザイン差として字体

表の備考欄にあるものは同 JIS文字コードの 8346の例示字形と同じである。 しかし，

このことによって，このデザイン差の文字を JIS X 0213 に追加することはしない。ま

た，No.1004 のデザイン差と言われている字体が，JIS X 0208, 0213 の両者にある（71
区 37 点）が， No.1004 の字体は JIS X 0213 では別途（91 区 26 点に）符号が与え

られている。 No.1004 の字体を 71 区 37 点に移すと，JIS X 0213 の整合性が保てず，

混乱を生じるので変更は行わない。さらに，No.0517 のデザイン差と言われている 2
字体は，JIS X 0221 では同一符号を与えられているので，あえてこれを JIS X 0213 の
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上で分離することはしない。 
なお，No.0517 は，5.3 に準じ，筆押さえは取る。 
 

字体表 

番号 

印刷標準

字体／ 

簡易慣用

字体 

標準 

字体 
備考 

JISX 0213

の 

符号位置 

UCS 

の 

符号位置 

0167 印標 卉 ＊< 1-50-35 5349 

0167d 個デ <   1-50-35 00020984 

0242 印標 荊 ＊Q 1-23-53 834A 

0242d 個デ Q   1-23-53 8346 

0251 印標 稽 ＊R 1-23-46 7A3D 

0251d 個デ R   1-23-46 00025874 

0312 印標 腔 ＊a 1-25-48 8154 

0312d 個デ a   1-25-48 8154 

0517 印標 ! 
＊

靭," 
1-80-55 9771 

0517d1 個デ 靭   1-31-57 976D 

0517d2 個デ "   1-31-57 976D 

0543 印標 脆 ＊' 1-32-40 8106 

0543d 個デ 
 '   32-40 8106 

1004 印標 4 ＊臈 1-91-26 FA1F 

1004d 個デ 臈   1-71-37 81C8 
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(5)  次の 100 文字については，JIS 文字コードに例示されている字形が表外漢字字体表に

掲示されている字形と異なるが，JIS 文字コードの包摂の範囲内であるので，JIS 文字

コードとしては同字と認め，今後の字体の混乱を防止する目的で JIS 文字コードの例

示字形を表外漢字字体表にある字体に変更する。 (字体を積極的に変更するものは

1022 字の 10%弱に相当) 
  ここに分類されている文字については，個々の文字の使用実例などから個々の文字固

有の問題が指摘される可能性がある。したがって，この分類の文字については，その問

題点の指摘を具体的にしていただくことを期待している。 さらに，注１，２のように

優劣のつけ難い異論があるので，この分類（細分類の場合も）の一般的な対応法を決め

るとすれば，表外漢字字体表の字体を例示字形とすることになると考えるが，文字によ

っては例外があることも予想される。 
  なお，この例示字形変更に伴う包摂の範囲の変更は行わないが，一部の符号位置につ

いては，例示字形変更に伴う包摂規準の記述の変更が必要になる場合がある。また，

No.268 については包摂規準に明確な記述はないが，変更に伴い画数が変化するので，

この分類とした。規格改訂に当たっては，デザイン差の扱い又は包摂規準の記述変更を

検討する必要がある。 
 

字体表 

番号 

印刷標準

字体／ 

簡易慣用

字体 

標準 

字体 

JISX 0213 
に例示さ

れている 
字形 

JISX 0213 

の 

符号位置 

UCS 

の 

符号位置 

0003 印標 7 鴉 1-82-77 9D09 

0026 印標 & 溢 1-16-78 6EA2 

0027 印標 ' 鰯 1-16-83 9C2F 

0031 印標 ( 淫 1-16-92 6DEB 

0054 印標 * 冤 1-49-45 51A4 

0072 印標 - 襖 1-18-8 8956 

0095 印標 8 牙 1-18-71 7259 

0100 印標 9 訝 1-75-35 8A1D 

0108 印標 4 恢 1-18-90 6062 
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0109 印標 5 晦 1-19-2 6666 

0134 印標 8 葛 1-19-75 845B 

0154 印標 9 翰 1-20-45 7FF0 

0162 印標 ; 翫 1-20-69 7FEB 

0179 印標 ? 徽 1-21-11 5FBD 

0193 印標 C 汲 1-21-66 6C72 

0198 印標 E 笈 1-21-72 7B08 

0200 印標 : 厩 1-17-25 53A9 

0217 印標 I 卿 1-22-10 537F 

0225 印標 K 饗 1-22-34 9957 

0229 印標 M 僅 1-22-47 50C5 

0237 印標 ; 喰 1-22-84 55B0 

0265 印標 V 倦 1-23-81 5026 

0267 印標 X 捲 1-23-94 6372 

0268 印標 I 牽 1-24-3 727D 

0278 印標 ¥ 諺 1-24-33 8AFA 

0303 印標  ̂ 巷 1-25-11 5DF7 

0322 印標 c 篝 1-68-32 7BDD 

0339 印標 f 鵠 1-25-84 9D60 
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0369 印標 i 薩 1-27-7 85A9 

0371 印標 < 餐 1-27-33 9910 

0386 印標 k 茨 1-16-81 8328 

0416 印標 n 櫛 1-22-91 6ADB 

0440 印標 p 酋 1-29-22 914B 

0462 印標 s 薯 1-29-82 85AF 

0463 印標 t 藷 1-29-83 85F7 

0468 印標 u 哨 1-30-5 54E8 

0469 印標 v 秤 1-39-73 79E4 

0478 印標 w 蛸 1-34-93 86F8 

0480 印標 x 摺 1-32-2 647A 

0487 印標 z 鞘 1-30-68 9798 

0539 印標 $ 錆 1-27-12 9306 

0541 印標 & 瀞 1-38-52 701E 

0542 印標 % 鯖 1-27-10 9BD6 

0550 印標 ( 屑 1-22-93 5C51 

0557 印標 ? 穿 1-32-92 7A7F 

0561 印標 * 揃 1-34-23 63C3 

0562 印標 , 煎 1-32-89 714E 
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0565 印標 + 詮 1-33-7 8A6E 

0566 印標 - 煽 1-32-90 717D 

0568 印標 . 撰 1-32-81 64B0 

0569 印標 / 箭 1-32-93 7BAD 

0587 印標 3 叟 1-50-55 53DF 

0596 印標 6 噌 1-33-25 564C 

0600 印標 7 艘 1-71-59 8258 

0602 印標 8 甑 1-25-89 7511 

0615 印標 : 噂 1-17-29 5642 

0616 印標 ; 樽 1-35-14 6A3D 

0617 印標 < 鱒 1-43-80 9C52 

0651 印標 ? 歎 1-35-23 6B4E 

0654 印標 A 灘 1-38-71 7058 

0667 印標 G 註 1-35-80 8A3B 

0673 印標 B 箸 1-40-4 7BB8 

0674 印標 C 儲 1-44-57 5132 

0675 印標 D 瀦 1-35-85 7026 

0684 印標 E 嘲 1-51-62 5632 

0687 印標 F 捗 1-36-29 6357 
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0702 印標 K 鄭 1-37-2 912D 

0708 印標 L 擢 1-37-7 64E2 

0709 印標 M 溺 1-37-14 6EBA 

0717 印標 Q 囀 1-51-83 56C0 

0723 印標 R 兎 1-37-38 514E 

0726 印標 S 堵 1-37-40 5835 

0727 印標 T 屠 1-37-43 5C60 

0728 印標 U 賭 1-37-50 8CED 

0732 印標 V 疼 1-65-54 75BC 

0776 印標 _ 牌 1-39-55 724C 

0777 印標 ` 稗 1-41-3 7A17 

0800 印標 e 叛 1-40-32 53DB 

0807 印標 f 挽 1-40-52 633D 

0828 印標 h 謬 1-41-21 8B2C 

0833 印標 j 廟 1-41-32 5EDF 

0835 印標 k 瀕 1-41-46 7015 

0858 印標 p 蔽 1-42-35 853D 

0865 印標 F 蔑 1-42-46 8511 

0866 印標 q 瞥 1-42-45 77A5 
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0867 印標 r 扁 1-57-8 6241 

0868 印標 s 篇 1-42-51 7BC7 

0869 印標 t 騙 1-81-57 9A19 

0870 印標 u 娩 1-42-58 5A29 

0881 印標 w 庖 1-42-89 5E96 

0888 印標 z 鞄 1-19-83 9784 

0891 印標 H 芒 1-71-74 8292 

0924 印標 " 籾 1-44-66 7C7E 

0931 印標 % 愈 1-44-92 6108 

0935 印標 & 楢 1-38-74 6962 

0936 印標 ' 猷 1-45-18 7337 

0947 印標 ( 蠅 1-74-4 8805 

0986 印標 - 煉 1-46-91 7149 

0989 印標 0 簾 1-46-92 7C3E 

1002 印標 3 榔 1-47-17 6994 

注１． この変更に対して，一部の文字については現行の例示字形を残した上で，包摂分離を行

い， JIS X 0213 に文字を追加し，かつ JIS X 0221 (ISO/IEC 10646)に JIS 互換文字を追

加するという提案もなされたが，この提案自体が，本委員会に付託された検討範囲を大幅に

逸脱し，JIS 文字コードのあり方に対する根本的な問題提起を含むため，今後の議論に委ね

ることとした。 
注2． JIS 文字コードの例示字形を変更するとしたものを，JIS X 0208 及び JIS X 0213 の両

方に適用するという意見と，JIS X 0213 にのみ適用し，JIS X 0208 は現行どおりで維持

するという二つの意見がある。 
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(6) 次の２８字は，表外漢字字体表でいう三部首許容にかかわるものである。 これらの

文字については，表外漢字字体表の例示字形に変更するとともに，規格票の解説等で，

国語審議会答申の三部首許容の趣旨および現行の規格票に例示されている字形を明

記する。 
 

字体表 

番号 

印刷標準

字体／ 

簡易慣用

字体 

標準 

字体 

JISX021
3 に例示

されてい

る字形 

備考 
JISX0213 

の 

符号位置 

UCS 

の 

符号位置 

0023 印標 % 飴 ３部首 1-16-27 98F4 

0035 印標 ) 迂 ３部首 1-17-10 8FC2 

0083 印標 0 迦 ３部首 1-18-64 8FE6 

0169 印標 = 祁 ３部首 1-23-23 7941 

0182 印標 @ 祇 ３部首 1-21-32 7947 

0360 印標 h 榊 ３部首 1-26-71 698A 

0408 印標 l 餌 ３部首 1-17-34 990C 

0420 印標 o 這 ３部首 1-39-71 9019 

0502 印標 } 蝕 ３部首 1-31-10 8755 

0581 印標 2 遡 ３部首 1-33-44 9061 

0614 印標 9 遜 ３部首 1-34-29 905C 

0632 印標 > 腿 ３部首 1-34-60 817F 

0689 印標 G 槌 ３部首 1-36-40 69CC 

0690 印標 H 鎚 ３部首 1-36-42 939A 

0691 印標 I 辻 ３部首 1-36-52 8FBB 
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0712 印標 N 辿 ３部首 1-35-9 8FBF 

0736 印標 W 逗 ３部首 1-31-64 9017 

0738 印標 X 樋 ３部首 1-40-85 6A0B 

0752 印標 B 遁 ３部首 1-38-59 9041 

0760 印標 ] 禰 ３部首 1-39-9 79B0 

0827 印標 g 逼 ３部首 1-41-15 903C 

0859 印標 o 餅 ３部首 1-44-63 9905 

0885 印標 x 逢 ３部首 1-16-9 9022 

0887 印標 y 蓬 ３部首 1-43-9 84EC 

0908 印標 B 迄 ３部首 1-43-88 8FC4 

0919 印標 ~ 謎 ３部首 1-38-70 8B0E 

0928 印標 $ 鑓 ３部首 1-44-90 9453 

0987 印標 . 漣 ３部首 1-46-90 6F23 

 
 
(7) 次の 10 字は，JISX 0213 （及び JIS X 0208）の例示字形を変更することが望ましい。

しかし，変更すると，JIS X 0221(ISO/IEC 10646)との相互運用に不都合が生じるので，

JIS 文字コードの例示字形を変更しない。  
ただし，これらの字体が JIS X 0213 にあることが望ましいので，JIS X 0213 に，表外

漢字字体表の字体を JIS X 0221 互換文字（注）として追加し，表外漢字字体表の字体

が使用できるようにする。 JIS X 0208 には上記互換漢字は追加しない。 
  例えば，No0236 と同一の字形の文字は，JIS X 0208, JIS X 0213 にはないが JIS X 
0221 には 4FF1 としてある。 しかし，No0236 のデザイン差としてあり，かつその

デザイン差の字体が JIS X 0208, JIS X 0213 の 22 区 70 点にあり（No.0236 を包摂し

ている），さらにそれは JIS X 0221 では別字 5036 となっている。 もし，JIS X 0213
の 22 区 70 点の例示字形を No0236 に変更すれば，22 区 70 点の JIS X 0221 の対応を

5036 から 4FF1 に変更することになり，非互換変更になる。 これを防止し，かつ
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No0236を使用可能にするためにNo0236を JIS X 0221の 4FF1互換漢字として JIS X 
0213 に追加し，22 区 70 点と 5036 の関係は変更しないこととする。 
  また，No.0598 は JIS X 0212 の 45 区 87 点にはあるが(JIS X 0221 の 75E9)，JIS X 
0208, 0213にはない（簡易慣用字体No.0598kに包摂されている 33区 73点，JISX 0221
の 7626）。 もし，この 33 区 73 点の例示字形を No.598 に替えると，JIS X 0221 の

対応が，7626 から 75E9 に変更になり非互換変更になってしまう。 それを防止しな

がら，No.0598 を使用可能にするには，No.0598 を JIS X 0213 に追加する必要があ

るが，包摂の変更を行わないためには JIS X 0221 の互換漢字とする必要がある。 
 

字体表 

番号 

印刷標準

字体／ 

簡易慣用

字体 

標準 

字体 

JISX 0213
に例示され

ている 
字形 

備考 
JISX 0213

の 

符号位置 

UCS の符号位置 

 

()内は，対応が紛ら

わしい符号位置 

0206 印標 G 嘘   1-17-19 5653/(5618) 

0236 印標 O 倶 ＊ 1-22-70 4FF1/(5036) 

0256 印標 S 繋   1-23-50 7E6B/(7E4B) 

0264 印標 U 妍   1-53-11 59F8/(598D) 

0411 印標 m 叱 ＊叱 1-28-24 00020B9F  

(0411d) 個デ 叱    1-28-24 53F1 

0598 印標 5 痩 印標＊ 1-33-73 7626 

(0598k) 簡慣 痩    1-33-73 75E9 

0754 印標 C 呑 ＊呑 1-38-61 541E 

(0754d) 個デ 呑    1-38-61 5451 

0782 印標 a 剥   1-39-77 525D/(5265) 

0832 印標 i 屏   1-54-2 5C5B 

(0832k) 簡慣 屏    1-54-2 5C4F 
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0856 印標 n 并   1-54-85 5E77 

(0856k) 簡慣 并    1-54-85 5E76 

注：互換漢字の定義は別途定める必要がある。すなわち，互換漢字とは等価の既存漢字を包摂の

分離をしないで，包摂内の文字を追加する目的で使用される特殊な漢字であり，一般の漢字と

は異なる用法を定義する必要がある。 
なお，(0411d)，(0598k)，(0754d)，80832k)，(0856k)は，比較検討のために掲げた。字形の

変更は行わない。 
 
 
(8) 次の 28 字は表外漢字字体表に対応して JIS X 0208 の例示字形を変更すると，JIS X 

0213 との不整合が生じるので，JIS X 0208 の例示字形を変更しない。 これらの文字

は JIS X 0213 で対応が可能である。 
  例えば，No0075 は JIS X 0213 の 1-94-69 に符号化されている(JIS X 0221 9DD7)。
しかし，JIS X 0208ではNo0075kのみ符号を与えられ（18-10  JIS X 0213 18-10, JIS 
X 0221 9D0E），No0075 は No0075k に包摂されている。 もし，JIS X 0208 の例示

字形を No0075 に変更すると，JIS X 0213 の字体の 18 区 10 点と 94 区 69 点の入れ替

えになり，しかも JIS X 0221 の対応も入れ替える必要がある。 これは非互換の変更

になるので，このような変更はしない。 
  また，No0234 は，JIS X 0213 にはある(1-92-42)が，JIS X 0208 の例示字形にはな

い。 JIS X 0208 には No0234 の略字（簡易簡略字体ではない）に符号が与えられて

おり(22-77)， それは JIS X 0213 にも反映されている。もし，JIS X 0208 の 22 区 77
点が No0234 を包摂していることを理由に，例示字形を No0234 に変更すると，JIS X 
0213 上で，22-77 と 1-92-42 の入れ替えをする必要がある。 これは非互換の変更に

なるので，このような対応は行わない。  
  

字体表 

番号 

印刷標準

字体／ 

簡易慣用

字体 

標準 

字体 
備考 

JISX 0213 

の 

符号位置 

UCS 

の 

符号位置 

0001 印標 !   1-15-8 555E 

0001k 簡慣 唖   1-16-2 5516 

0060 印標 +   1-87-49 7130 

0075 印標 /   1-94-69 9DD7 
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0075k 簡慣 鴎   1-18-10 9D0E 

0124 印標 7   1-84-89 6451 

0186 印標 A   1-94-79 9EB4 

0186k 簡慣 麹   1-25-77 9EB9 

0213 印標 H   1-14-26 4FE0 

0222 印標 J   1-93-90 9830 

0234 印標 N   1-92-42 8EC0 

0274 印標 [   1-94-74 9E7C 

0274k 簡慣 鹸   1-24-20 9E78 

0335 印標 e   1-15-26 5699 

0335k 簡慣 噛   1-19-90 565B 

0374 印標 j   1-85-6 6522 

0449 印標 q   1-90-22 7E61 

0449k 簡慣 繍   1-29-11 7E4D 

0481 印標 y   1-91-22 8523 

0481k 簡慣 蒋   1-30-53 848B 

0491 印標 {   1-92-89 91AC 

0491k 簡慣 醤   1-30-63 91A4 

0571 印標 0   1-91-66 87EC 
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0592 印標 4   1-84-86 6414 

0592k 簡慣 掻   1-33-63 63BB 

0627 印標 =   1-94-20 9A52 

0652 印標 @   1-89-73 7C1E 

0714 印標 O   1-15-56 5861 

0716 印標 P   1-94-3 985A 

0745 印標 Z ３部首 1-89-35 79B1 

0745k 簡慣 祷   1-37-88 7977 

0748 印標 [   1-87-29 7006 

0765 印標 ^   1-15-32 56CA 

0792 印標 c   1-87-9 6F51 

0793 印標 d   1-92-90 91B1 

0920 印標 !   1-94-80 9EB5 

0920k 簡慣 麺   1-44-45 9EBA 

0950 印標 )   1-91-6 840A 

1007 印標 5   1-91-71 881F 

1007k 簡慣 蝋   1-47-25 874B 

 
 
 
(9) 次の 2 字は JIS X 0208 に存在しない。しかし，それらを JIS X 0208 に追加すると， 

No.0740については JIS X 0212及び JIS X 0213と，No.0994kについては JIS X 0213
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との相互運用に問題が起こるので，対応する JIS 文字コードの変更は行わない。 

No.740 は JIS X 0212 及び JIS X 0213 で，No.0994k は JIS X 0213 で対応できる。  
 

字体表 

番号 

印刷標準

字体／ 

簡易慣用

字体 

標準 

字体 
備考 

JISX 0213 

の 

符号位置 

UCS 

の 

符号位置 

0740 印標 Y   1-92-80 9127 

(0994) 印標 濾 
簡慣

＊ 
1-63-41 6FFE 

0994k 簡慣 1   1-86-51 6CAA 

注：(0994)は参考のために掲げた。字形の変更は行わない。 
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附属書  JIS X 0212 の扱いについて 
 

表外漢字字体表に記載された 1022 字のうち，X 0212 との対応関係がとれるものは，下

記の 29 字である。このうち，No.256 と No.598 を除く 27 字は，すべてＸ 0213 にも対応

する符号位置があり，X 0212 と X 0213 では，同一の平成明朝体字形が用いられている。 

また，No.256 及び No.598 については，５．７において，JIS X 0221 互換文字としての追

加提案を行っているものである。 
本提案で，X 0213 の字形変更を提案しているのは，No.980 のみである。この変更は，

字形を明瞭にするための微修正である。JIS X 0212 は，現状で，JIS X 0221 の一部として

の実装が進みつつある段階であり，JIS X 0221 の制定以降，改訂もされていないので，改

訂にかかわるコスト，X 0221 との整合性なども考慮し，変更を行わないこととした。 
 

字体表 

番号 

印刷標準字体

／ 
簡易慣用字体

の別 

印刷標準 

字体 

JISX0213
に例示され

ている字形

（印刷標準字

体と異なるも

ののみ） 

簡易慣用 
字体 

備考 
JISX 0212 

の 

符号位置 

JISX 0213 

の 

符号位置 

0001 印標 !  唖   21-64 1-15-8 

0060 印標 +      41-79 1-87-49 

0075 印標 /  鴎   76-31 1-94-69 

0124 印標 7      32-59 1-84-89 

0186 印標 A     76-79 1-94-79 

0213 印標 H      17-34 1-14-26 

0222 印標 J      72-4 1-93-90 

0234 印標 N      64-52 1-92-42 

0256 印標 S 繋     52-58 1-23-50 

0274 印標 [     76-59 1-94-74 
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0335 印標 e  噛   22-58 1-15-26 

0374 印標 j      33-34 1-85-6 

0449 印標 q  繍   52-55 1-90-22 

0481 印標 y  蒋   57-22 1-91-22 

0491 印標 {  醤   66-83 1-92-89 

0592 印標 4  掻   32-43 1-84-86 

0598 印標 5   
印標 

＊ 
45-87 1-33-73 

0714 印標 O      24-20 1-15-56 

0716 印標 P      72-19 1-94-3 

0740 印標 Y      66-39 1-92-80 

0745 印標 Z  祷 ３部首 48-80 1-89-35 

0748 印標 [      41-12 1-87-29 

0765 印標 ^      22-76 1-15-32 

0792 印標 c      40-53 1-87-9 

0793 印標 d      66-87 1-92-90 

0920 印標 !     76-80 1-94-80 

0950 印標 )      56-39 1-91-6 

0980 印標 , 0     26-90 1-47-64 

1007 印標 5  蝋   59-88 1-91-71 
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2.2 公開レビュー 

 

「1.2 活動の概要」でも述べたように，平成 14 年 1 月 15 日より 2 月 15 日の間，JIS 文字

コード改正の方針と具体的変更箇所につき，公開レビューを行った。これに対し，下記の

20 件の貴重なコメントを頂戴した。 

（事務局：Web 公開未承認・返事無し、は○○○としました） 

No. 提出名義 （敬称省略）  入手File 

1 日本雑誌協会 表記委員会  一太郎 

2 日本ペンクラブ 電子メディア委員会 委員長 秦 恒平 一太郎 

3 前寺 正彦   E-mail 

4 ○○ ○○   E-mail 

5 日本書籍出版協会 国語問題委員会 委員長 浜田 博信 Word 

6 中島 逸人   E-mail 

7 中島 淳二 (産業医学総研 企画調整部) E-mail 

8 小林 敏 （日本エディタースクール出版教育研究所） E-mail 

9 （社）トロン協会 専務理事 中野 隆生 E-mail 

10 （社）日本文藝家協会 国語検討委員会 委員長 坂上 弘 郵送 

11 ○○○○○○   E-mail 

12 ○○ ○○   E-mail 

13 ○○ ○○   E-mail 

14 ○○ ○○   E-mail 

15 武田 京  （三省堂） Word 

16 パーフェクト リバティ教団 PL総合研究所 沖 和彦 Word/PDF 

17 小形 克宏 フリーライター （うさぱら有限会社） PDF 

18 ○○○ ○○ ○○  郵送 

19 狩野 宏樹   郵送/PDF 

20 日本新聞協会 編集委員会 代表幹事 早川準一 郵送 

 
個々のコメントについては，付属資料 3 をご参照頂きたい。 
このそれぞれのコメントにつき，幹事会における検討を経て，平成 14 年 3 月 14 日の第 9
回親委員会において，下記のように「2.1 JIS 文字コード改正の方針と具体的変更箇所」に

反映することとした。 
 
公開レビューに対するコメントを整理すると，下記の 5 項目に整理出来る 
 
1. そもそも，国語審議会答申に対応して JIS を変更する必要があるのか 
2. さまざまなレベルで，現在の JIS 規格の包摂規準を変更し，新しい符号位置を追加す

る提案（法務省民事局の通達に係わる人名に使われる漢字の問題も含む） 
3. 許容三部首の扱いについての意見 
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4. JIS X 0208 の扱い方についての意見 
5. その他，今期の委員会の課題からは外れる，今後の JIS 文字コードのあり方を考え

る上で、参考となる意見 
 
2.2.1 JIS の側から見た「国語審議会答申」 
本委員会の審議においては，従来の符号化文字集合調査研究委員会の，文字コード JIS

は，ある文字が正しいか間違っているか，ある文字の正しい字体は何か，といった文字の

正誤、正当性などについての判断を下すものではない，という立場を踏襲した。すなわち，

JIS 文字コードとは，現在の社会生活の中の文字使用の実態を出来るだけ忠実に反映し，あ

る範囲の中での出来るだけ正確な情報交換を行うことを目的としている，という立場であ

る。包摂規準を設けているのも、いわば、情報交換における誤差の範囲を出来るだけ明確

にしよう、という意図による。 
一方，今回の国語審議会答申は，明確に「表外漢字の印刷用標準字体」を示している。 
国語審議会答申は，明治以降一貫して行政府としての国語施策のよりどころとなってき

た。答申内容が，強制力を持つか持たないかは措くとして，正誤や正当性の判断を下す上

でのおおきな拠り所となることは明白である。 
表外漢字についてこのような判断が下されたからには，従来複数の字体を包摂し，一つ

の符号位置を付与していた JIS 文字コードとして，JIS として許容される字体の揺れの中心

点として，国語審議会答申を拠り所とすることは，まことにもって自然なことと考える。 
逆に，国語審議会が示した標準字体として示した字形と JIS の規格票に例示されている

字形が異なった場合，JIS が本来は全く意図していないにもかかわらず，国語審議会答申と

異なる規範を示している，との誤解を招きかねない。JIS の規格票に例示されている字形が， 
JIS としては何らの規範性も持たないことを明確にするためにも，国語審議会が示した規範

と齟齬を来す状況は回避する必要があると考える。 
因みに，「考え方」において，「字体」「字形」など用語の不統一が見られるというご指摘を

複数いただいたが，本委員会の審議においては，これらの用語の定義や字体差，書体差な

どの実態についての議論には，敢えて踏み込んでいない。上にも触れたように，表外漢字

字体表に示されている「文字の形」と JIS 規格票に例示されている「文字の形」に齟齬が

ないか，ということだけに注視して審議を進めてきた。したがって，「字体」「字形」等の

定義をどのように考えるか，という点は「考え方」の考え方に大きな影響を与えないもの

と考える。 
 なお，表外漢字字体表の 1022 字は，『「常用漢字表」を拡張しようとするものではなく，

この表にない表外漢字の使用を制限するものでもない』と明記されている。このことから，

1022 字との対応関係を持たない JIS の符号位置についても，答申の趣旨に則り，各利用者

が判断するべきものと考えられるが，実際問題として，1022 字以外については国語審議会

から規範が示されたわけではないので，予断による混乱を避けるためにも一切の変更を加

えないこととした。 
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2.2.2 包摂規準の変更（包摂分離） 
具体的なコメントとしては，この点に係わる物がもっとも多かった。 
この点についても，本委員会では「複数の字体を包摂して、一つの符号位置を付与して

いる」という JIS 文字コードの大前提を踏襲した。 
一方，さまざまな分野において，現行の JIS で処理できない問題，元来処理することを

意図していない問題，混乱が存在している，ということも現実問題として認識しておく必

要がある。 
その上で，国語審議会答申が「芸術その他の各種専門分野や個々人の漢字使用にまで及ぶ

ものではなく，従来の文献などに用いられている字体を否定するものでもない。また，現

に，地名・人名などの固有名詞に用いられている字体にまで及ぶものでもない」と明確に

記載されていることも考慮する必要がある。 
今期の委員会が審議の対象としてきたのは，「国語審議会答申と JIS の間に齟齬を来さな

いこと」であり，国語審議会答申が対象外とした分野は，本来的な審議の対象とはしてこ

なかった。 
問題は，国語審議会答申に対応して JIS を改訂したとき本来審議の対象としていない分

野に対してどのような影響があり，その影響の軽重をどのように推し量るか，という点に

ある。 
結論としては， JIS を改訂しても改訂しなくても従来から指摘されてきた問題が抜本的

に解消されることはなく結局は程度問題になってしまう，ということから，原則として包

摂分離による新しい符号位置の付与は行わないこととした。 
なお，国際整合性確保のために追加する JIS X 0213 の符号位置については，可能な限り

包摂規準の趣旨を堅持しつつ，「UCS 互換漢字」といった位置づけでの対処を行うこととし

ている。 
また，法務省民事局長通達の「別表２」にある現行ＪＩＳの例示字体についても，多く

のコメントをいただいた。「別表２」については，この字体だけが認められているわけでは

なく，康熙字典体を正字体とした上で，それに準じるものとして，現行ＪＩＳ字体が位置

付けられているということを指摘しておく。 
繰り返しになるが， JIS 文字コードは「包摂規準の範囲で複数の字体に一つの符号位置

を付与したもの」であり，そこに例示されている字体もしくは字形は、何ら規範性を持た

ない。規格票に例示されている字形を国語審議会答申に合わせて変更しても，JIS 文字コー

ドの規格としての意味づけは何ら変わることはない。 
今まで指摘されてきた問題，混乱は，今後も同じように残ることとなる。今期の委員会

は，このような問題を回避することを目的としてはいないが，このような問題を増大され

ることは是非とも回避したいと考えてきた。 
包摂規準を変更して符号位置を追加するというコメントについては，その理由の多くが従

来指摘されてきていた問題の再提起であり，今回「考え方」で示した JIS の変更による影

響は問題全体の大きさと比較すると非常に小さいものである，との判断から今後の文字コ

ード規格のあり方を考える上での貴重な問題提起として，次期委員会に申し送りするに止

めたいと考える。 
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2.2.3  3 部首許容の扱いについて 
この点については，本委員会においても、国語審議会答申に合わせて変更するべきであ

る，変更する必要はない，という両論があり，この両論を併記して公開レビューに付した

が，コメントもこの両論があった。 
コメントとしていただいた下記の意見を以って，本委員会としての立場の説明に代えさせ

て頂く。 
「5.6」の三部首許容に関する文字については，「表外漢字字体表」で敢えてこ

の一項を設けたのは国語審議会としての混乱回避のための特別な配慮であると思

われることから，この精神に即して一点しんにょう等の字形の存続（現行 JIS 文

字コード例示字形の維持）を認めることもできます。しかし，「表外漢字字体表」

本来の趣旨からすれば，三部首に該当する字についても，やはり「印刷標準字体」

を例示すべきだと考えます。 
また同じコメントに別項で触れられているが，現在の JIS に例示されている字形が，国語

審議会答申では一括して許容されていることを明確にするため，現在の形も，「付属書等何

らかの形で残しておく必要がある」と考えている。具体的記載方法については，次期委員

会の審議にゆだねる。 
 
2.2.4 JIS X 0208 の扱い方について 
今回の「考え方」は，JIS X 0213 を軸に検討を行ったが，検討の対象となった文字の多

くは，JIS X 0213 においては，JIS X 0208 から一括して引用されている符号位置にある。 
JIS X 0213 を改訂した場合，JIS X 0208 をどうするか，という問題があり，本委員会委

員の中にも現状維持、変更の両論があった。 
公開レビューに対するコメントにもやはり両論があり，それぞれの論旨は甲乙つけがた

い状態にある。 
一方，「考え方」の趣旨を具体的な規格に反映するためには，今後さまざまな観点からの

検討が必要となる。X 0208 の扱いについても，次期委員会において規格論からの精緻な議

論も踏まえて結論を出すこととしたい。 
 
2.2.5 その他 
先に挙げた法務省民事局通達に係わる包摂規準の問題から、規格票に引用されている辞

書番号の誤植に至るまで，今期委員会での審議対象ではないさまざまな貴重なコメントを

いただいた。 
これらの点については，次期委員会及び所轄官庁である経済産業省の担当部局に申し送

りを行い，今後の JIS 文字コード規格策定の審議に資することとする。 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝ 第２章終わり ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 


